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医療用手袋の備蓄放出に係る医療機関等情報支援システム 

（G-MIS）の活用に向けた準備について（周知依頼） 

 

平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記について日本薬剤師会を通じて厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情

報企画課より、別添のとおり周知依頼がありましたのでお知らせします。 

今般の連絡は、国が備蓄する医療物資等の放出に関し、医療機関等情報支援シ

ステム（G-MIS）を活用した要請・販売等の流れを整備するため G-MIS のシステ

ム改修を実施するともに、今後、必要な薬局がスムーズに要請を行うことができ

るよう、各薬局に事前に G-MIS へのログイン方法の確認等を依頼するものです。 

今後の情勢が不透明な中、必要な際に適切に G-MIS を活用した要請が可能と

なるよう、ご多忙中とは存じますが、貴会会員へのご周知方よろしくお願いいた

します。 



日 薬 業 発 第 5 2 号 

令和８年５月１日  

 

都道府県薬剤師会 担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会  

副会長  森 昌平 

 

医療用手袋の備蓄放出に係る医療機関等情報支援システム 

（G-MIS）の活用に向けた準備について（周知依頼） 

 

平素より、本会会務に格段のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記について厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課より、別添のとお

り周知依頼がありましたのでお知らせします。 

令和８年４月９日付け日薬業発第 23 号ほかにてご案内のとおり、厚生労働省では

現下の中東情勢を踏まえ、必要な医薬品、医療機器及び医療物資等の安定的な供給

を図るための措置を講じているところです。 

今般の連絡は、国が備蓄する医療物資等の放出に関し、医療機関等情報支援シス

テム（G-MIS）を活用した要請・販売等の流れを整備するため G-MIS のシステム改修

を実施するともに、今後、必要な薬局がスムーズに要請を行うことができるよう、

各薬局に事前に G-MISへのログイン方法の確認等を依頼するものです。 

今後の情勢が不透明な中、必要な際に適切に G-MIS を活用した要請が可能となる

よう、会務ご多用のところ誠に恐縮ですが貴会会員にご周知くださいますようよろ

しくお願い申し上げます。 

 

＜別添＞ 

 医療用手袋の備蓄放出に係る医療機関等情報支援システム（G-MIS）の活用に向

けた準備について（周知依頼）（令和８年５月１日付．厚生労働省医政局医薬産

業振興・医療情報企画課事務連絡） 



事 務 連 絡 

                                               令 和 ８ 年 ５ 月 １ 日 

 

公益社団法人 日本薬剤師会 御中 

      厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課 

 

医療用手袋の備蓄放出に係る医療機関等情報支援システム 

（G-MIS）の活用に向けた準備について（周知依頼） 

 

平素より、厚生労働行政に御尽力、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 今般の中東情勢による医療用物資等への供給の影響を踏まえ、国においては、

医療物資等の供給状況に係る情報収集を行っているところです。 

このうち、医療用手袋については、全体として、直ちに供給が不足する状況

ではない一方で、流通の混乱を避けるため、通常の発注量を超えるような発注

については調整を行っている例や、一般のネット通販では取引を停止している

例があり、結果として歯科診療所など、一部の医療機関において手袋の確保が

困難になっている状況が生じているところです。 

国においては、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31

号）に基づき、パンデミックの発生に備え、非滅菌手袋等の個人防護具を備蓄

しているところ、今般の状況を踏まえ、確保が困難となっている医療機関向け

に、まずは、5,000 万枚を放出することとし、今後の供給状況を踏まえ、必要

に応じ追加で放出することといたしました。 

放出にあたっては、医療機関においてG-MISを活用し、「緊急配布要請（SOS）」

を行っていただき、都道府県及び国においてその要請を受け付けたうえで、販

売事業者を通じて医療機関に物資を販売する流れを想定しています。なお、こ

れまで、「緊急配布要請（SOS）」は感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）第 36 条の３に基づき都道府県との

医療措置協定が締結された医療機関（以下「協定締結医療機関」という。）の

みが要請できるものでしたが、今般の医療用手袋の放出に向けて、協定を未締

結の医療機関についても要請できるよう G-MIS のシステム改修を行う予定です。 

（G-MIS に登録している全ての病院、診療所、訪問看護事業所、薬局、助産所

が要請可能となるよう、改修を行う予定です。） 

G-MIS については、原則として全ての薬局においてアカウント登録はなされ

ているところではございますが、５月以降、要請の受付を開始するにあたり、

必要な薬局がスムーズに要請を行うことができるよう、各薬局におかれては事

前にログイン方法の確認等、G-MIS 活用に向けたご準備をいただきたく、貴団

別添



体におかれましては、貴管下の薬局に対し、周知いただきますようよろしくお

願いいたします。 

なお、具体の要請方法や、配送等のスキームの詳細については後日別途周知

させていただく予定です。 

 

以上 

  



【参考】 

ID やログインパスワードの確認方法については、下記リンク先の G-MIS ログ

インページの下部に掲載している、「よくあるお問い合わせ」を御確認いただ

きますようお願いいたします。 

 

（G-MIS ログインページ） 

https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

G-MIS ログインページをクリックすると

以下にアクセスできます。 

「よくあるお問い合わせ」を

クリックすると右画面にアク

セスできます。 



【参考資料】医療用手袋の放出について 
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